
東広島市長　藏田　義雄１　入札に付する事項　(1)　物品・委託役務の名称　(2)　物品・委託役務管理番号　(3)　物品・委託役務内容　(4)　納入・履行期間　(5)　納入・履行(就業)場所　(6)　予定価格　(7)　最低制限価格 なし　(8)　入札方式 一般競争入札  (9)　入札区分 紙入札 (10)　契約種別 総価契約２　競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項　次に掲げる要件を全て満たしていること。
イウエ
オカ３　その他の入札条件（1）　使用契約約款　：　業務委託契約約款（役務の提供を受けるもの）（東広島市ホームページ掲載のもの）

 入札公告　次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定により公告する。　この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項による。平成２７年４月２２日 デジタル表示盤製作及び設置業務13-27-0001デジタル表示盤の製作及び設置契約締結日の翌日から平成２７年７月３１日まで東広島市役所非公表
ア 平成25年4月1日～平成28年12月31日までの東広島市物品調達等及び委託役務に係る競争入札参加資格として次の入札参加資格認定区分の認定を受けている者 　買入れ・製作

法令等による登録等 　問わないものとする。技術者 　問わないものとする。営業所等所在地　※営業所とは法人市（町）民税の申告のある営業所に限る。　※本店とは登記されている本店とする（以下同じ）。　※個人事業者の場合は、営業活動の本拠を置いている場所。 　東広島市内に本店又は支店（営業所を含む。）を有する者
会社の履行実績 　問わないものとする。その他 　平成２６年４月１日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項」の２（1）のいずれにも該当しないこと。

物品調達等及び委託役務



４　日程等ア 公告日 　電話番号　　　　０８２‐４２０‐０９３０イウ
　質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。　質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。エオ 入札期間 入札場所入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。カ 開札日時 開札場所　入札室（東広島市西条栄町８番２９号　本庁本館４階）

キ 事後審査５　問い合わせ先（契約担当課）　　東広島市　総務部　契約課　（東広島市西条栄町８番２９号　電話　082-420-0930）　総務部契約課　物品役務係　東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館４階）　　電話番号　　　　　０８２‐４２０‐０９３０　ファックス番号　　０８２‐４３１‐００７７

手 続 き 等 期 間 ・ 期 日 等 場 所 ・ 留 意 事 項平成２７年４月２２日 　東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧に供する。　総務部 契約課 物品役務係（契約担当課）　東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館４階）　ファックス番号　０８２‐４３１‐００７７仕様書及び見本等閲覧期間 平成２７年４月２２日～ 　東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。平成２７年５月１５日 　見本等の有無　：　無質問書提出期間 平成２７年４月２２日～ 　質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得（平成２１年東広島市告示第８３号。以下「入札心得」という。）別記様式第１号（第４条関係））により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。平成２７年５月８日（午前8時30分～午後5時15分） 　総務部　総務課　（発注担当課）　東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館３階）　電話番号　　　　　０８２‐４２０‐０９０７　ファックス番号　　０８２‐４２０‐０４１５回答書閲覧期間 平成２７年５月１２日～ 　東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。平成２７年５月１５日平成２７年５月１４日～平成２７年５月１５日 　東広島市　総務部　契約課（契約担当課）（午前8時30分～午後5時15分） 　東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館４階）平成２７年５月１８日　午前９時４５分 　開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、直ちに開札会場で再度の入札を２回を限度として行う。この場合、開札に立ち会わなかった者、入札に参加しなかった者並びに無効の入札をした者は再度の入札に参加できない。　なお、入札者が立会いできない場合は、委任状の提出により代理人での立会いができる。　委任状の様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。　開札後、落札を保留し、落札候補者となったものについて入札参加資格要件を審査する。 　入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料（以下「資格要件確認資料」という。）の提出は求めない。



        デジタル表示盤製作及び設置業務仕様書                   ２０１５年（平成２７年度）   東広島市   



デジタル表示盤製作及び設置業務仕様書  （総則） １ この仕様書は、東広島市（以下「本市」という。）が発注するデジタル情報表示盤（以下「表示盤」という。）の製作及び設置業務に適用する。 ２ 表示盤の製作及び設置は、この仕様書及び契約締結後において発注者の承認を受けた書類等に定めるもののほか、電気通信事業法及び建設業法その他関係法規等を遵守すること。 ３ 受注者は、本仕様書を十分理解のうえ契約するものとし、疑義が生じたときには、本市と協議し、指示又は承認を受けること。 ４ 受注者は、詳細について本市担当者と打ち合わせ、契約を締結した日から１４日を経過する日までに表示盤の製作及び設置に係る業務実施計画書（以下「計画書」という。）を作成し、承認を得ること。 ５ 受注者は、詳細について本市担当者と打ち合わせし、契約を締結した日から３０日を経過する日までに表示盤の製作及び設置に係る図面、構造上の安全性確認資料、その他書類等（以下「図面等」という。）を作成し、承認を得た後に作業に着手すること。 ６ 受注者は、計画書及び図面等に変更の必要が生じたときは、速やかに本市にその旨を報告し、指示又は承認を受けなければならない。  （図面、書類等の貸与） １ 本市は、表示盤の設置に必要な図面、書類等を受注者に無償で貸し出すこととする。 ２ 受注者は、貸与された図面、書類等が必要なくなった場合には、直ちに返戻しなければならない。 ３ 受注者は、貸与された図面、書類等を丁寧に扱い紛失または損傷してはならない。万一、紛失または損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復しなければならない。  （納入期限）  平成２７年７月３１日（金）  （設置場所）  東広島市庁舎屋外デッキ西側  （システム概要） １ 本システムは、フルカラーLED パネルを使用した省電力型の LED 式案内表示システムとする。表示盤用途として、メッセージ表示やイラスト表示の機能を有するもの。 



 （機器構成） １ 本 LED式案内表示システムは、下記の主要機器により構成する。  (1) 表示盤本体   一式  (2) 表示コントローラ  一式  (3) 通信制御装置    一式  (4) 編集装置      一式  （機器仕様） １ 表示盤本体  (1) 外形寸法  ９００ｍｍ（Ｈ）×５７００ｍｍ（Ｗ）の寸法は確保すること。  (2) 筐体    色、デザインは、別途協議  (3) 構造    防雨屋外構造  (4) 表示素子  フルカラーＬＥＤパネル ３２×２２４ドット以上  (5) 最少混色距離 １０ｍ以上  (6) 表示文字   １文字あたり、最大３２ドット以上、最小１６ドット以下で、表示面寸法内で自由に文字の大きさ等を変更可能であること。一度に表示可能な文字数は、最大の文字サイズで７文字以上、最小の文字サイズで２８文字以上であること。  (7) 表示面寸法  ８００ｍｍ（Ｈ）×５６００ｍｍ（Ｗ）の寸法は確保すること。  (8) ＬＥＤパネル特性   ア 視認距離   １６０ｍ以上   イ 視認角度   左右±７５° 上３０° 下４５°以上   ウ 素子仕様   超高輝度広角発光ダイオード   エ 素子ピッチ  ２５ｍｍ以下   オ 発光色    １，０２４階調フルカラー以上   カ ＬＥＤの色  １ドットあたり 赤：１ 緑：１ 青：１   キ ＬＥＤの輝度 ５２００ｃｄ／㎡以上  (9)グラフィック機能   ア カラー表示で文字・背景色が指定可能なもの。   イ 表現の種類として、様々な用途に使用できるもの。  (10)保守交換単位  ４００ｍｍ×４００ｍｍ以内の LEDパネル毎 ２ 表示コントローラ  (1) 外形寸法  ６００ｍｍ（Ｈ）×７５０ｍｍ（Ｗ）×３２０ｍｍ（Ｄ）以内  (2) 設置方式  屋内壁掛型  (3) 輝度切替  昼/夜 それぞれ７段階以上 



３ 通信制御装置  (1) 外形寸法  ５００ｍｍ（Ｈ）×５００ｍｍ（Ｗ）×２４０ｍｍ（Ｄ）以内  (2) 設置方式  屋内壁掛型 ４ 編集装置  (1) デスクトップ型ＰＣ又はノート型ＰＣで、次の要件を満たすこと。   ア ５年間の保守が可能であること。   イ 保守期間内のデータ保存が可能な記憶容量を有すること。   ウ バックアップ用の外部記憶装置を有し、バックアップが可能であること。又、故障等の発生からバックアップデータにより、翌日までには復旧が可能であること。   エ 国内メーカ製であること（国内法人があれば、国内メーカとみなす）。但し、組み立てパソコン、ショップブランドパソコン不可。  (2) 操作方法  キーボード、マウスを使用する。  (3) 編集ソフト  （システム構築） １ 上記の機器構成によるシステムを構築すること。  (1) 編集装置は初期設定を行い、使用可能な状態として納品すること。  (2) 編集ソフトの操作方法について、マニュアルを作成するとともに研修を行うこと。  (3) 編集ソフトの機能については、次の要件を満たすものであること。   ア 文章、イラスト等の作成・編集が可能であること。   イ イラスト等については、画像からの取り込みが可能であること。 ウ 表示プログラムの作成・編集が可能であり、演出効果として、次のものが可能であること。 (ｱ) カットイン・アウト（全体切替） (ｲ) 上下左右スクロール (ｳ) 上下左右スライドイン・アウト (ｴ) 通常点滅・反転点滅 (ｵ) ワイプイン・アウト（湧き上り） (ｶ) スノー（降り積もり） (ｷ) 停止 (ｸ) その他、多様な表示方法が可能であること。   エ 上記の操作が容易に行えるものであること。 (4) スケジュール管理 ア 期間指定、時間指定等のスケジュールに沿って表示が可能であること。 イ スケジュールに緊急に割り込む緊急表示が可能であること。 ウ 電源をタイマーで運用できること。 



２ 受注者は、システム構築にあたって、表示盤の取付け及び電源供給、通信制御のための配線作業を行うものとする。  (1) 電源は、既設の分電盤より分岐すること。  (2) 容量計算を行い、必要であれば遮断器（ELCB）を設置又は取り替えること。 (3) 既設の防火区画処理については、適切に施工すること。  (4) 受注者は、作業の安全を図るとともに、市庁舎利用者に利用の妨げ又は損害を与えることのないよう細心の注意を払って作業を行うこと。 (5) 受注者は、必要に応じて、交通指導員等の人員を配置し、市庁舎利用者の安全を確保すること。 (6) 既設設備に対して支障がないようにすること。又、将来にわたる維持管理に支障がないようにすること。 (7) 受注者は、表示盤の製作及び設置に関しての構造上の安全性について当事者として責を負うこと。 (8) 受注者の責任に帰するべき理由で市庁舎利用者、施設及び物品等に損害を与えた場合は、受注者の負担により補償を行うこと。  （保証期間等） １ 本業務に係る保証期間は１年間とする。ただし、保証期間経過後においても、受注者の故意又は重大な過失（製造不良、設計不良、取付不良等）よって生じた故障等については、受注者の負担において修理又は交換等の必要な補償を行うこと。    （問い合わせ）  東広島市 総務部 総務課  電 話：０８２－４２０－０９０７  ＦＡＸ：０８２－４２０－０４１５  Ｅ－ｍａｉｌ：hgh200907@city.higashihiroshima.lg.jp   


